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平成２１年１２月１５日にエコカー補助金制度延長を含む第二次補正予算案（追加補

正予算案）が閣議決定され、今般、国土交通省より追加経済対策におけるエコカー補助

制度の延長についての制度概要の情報提供がありましたのでお知らせ致します。 

  補助金の延長は、第二次補正予算が成立した場合に正式に決定するものであり、それまでの間

はあくまで見込みということになります。 

 

１．「エコカー補助金制度」の内容について 

期    間：現行の第一次補正予算事業を延長し、平成２２年９月３０日もしくは予算消化される

までの何れか早い日まで。 

補助要件：補助対象要件は基本的に変更はありません。 

 

２．事業用(緑ナンバー・黒ナンバー)補助に係る第一次補正からの継続について 

  第一次補正予算の範囲内では予算が不足して交付できない事業についても対応。 

  なお、申請受付については、二次補正予算の成立後、速やかに開始すると予定されております。 

  詳細については、追ってご連絡いたします。  

（補助制度：国土交通省自動車交通局ホームページ参照） 

 
 

 

 

 

 

 

大型貨物自動車の速度制御装置（スピード 

リミッター）について、車速センサーから送 

られる速度信号を変更する部品であるＬジョ 

イントを装着することにより、同装置の作動 

速度が増速側になる改変がなされ、これが道 

路運送車両の保安基準第８条の規定に抵触す 

る不正改造に該当すると認められたことから、 

当該部品の装着を行った自動車整備事業者 

（ディーラー）に対し、所要の規定に基づく 

行政処分が行われました。 

つきましては、Ｌジョイントの装着または 

パルス整合器の調節を行う際は、速度制御装 

置（スピードリミッター）の機能を損なうこ 

とがないようお願いします。 

 

 

 

 

エコカー補助制度の延長について 

大型貨物自動車の速度抑制装置に係る不適切な改変の防止について 



 

 

 

 

 

 最近の経済金融情勢及び雇用環境の下における中小企業者等の資金借入者に対する金融の円

滑化を図るために必要な臨時の措置を定めることにより、中小企業者の事業活動の円滑な遂行及

びこれを通じた雇用の安定等を期することを目的とした、「中小企業等に対する金融の円滑化を

図るための臨時措置に関する法律」が平成２１年１２月３日に公布され、１２月４日に施行され

ました。 

  これにより、中小・小規模企業の資金繰りを支援するため新たに「条件変更対応保証制度」が

１２月１５日から開始され、これまで公的金融（（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金

庫、信用保証協会）と取引のない中小・小規模企業者でも、信用保証協会による返済負担軽減支

援を受けられるようになります。 

  なお、本制度を利用する際の具体的なケース等については、各地区の保証協会または経済産業

局にお問い合せ下さい。           ※山梨県信用保証協会 甲府市飯田２－２－１ 

   ＴＥＬ ０５５－２３５－９７００ 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中小企業等に対する金融の円滑を図るための臨時措置に関する 
法律の施行に伴う、「条件変更対応保証制度」開始について 



 

 

 

 

 

定期点検整備の促進と不正改造車排除を図るため、標記街頭検査が実施されました。 

なお、検査結果は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

※甲府西支部の皆様、ご協力ありがとうございました。 

 

 

   

 

 

 

 「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」（平成１４年国土交通省告示第６１９号）等の

一部が改正され、平成２１年１０月２４日に施行されました。 

（審査事務規程は平成２１年１２月２日改正） 

 

◎ 二輪を有する道路運送車両の取扱いについて（細目告示第２条の２） 

 

【改正概要】 

○車輪を４個有する自動車又は原動機付自転車であっても以下の全ての要件を満たすものは、二

輪自動車又は二輪を有する原動機付自転車の基準を適用することができることとして、細目告

示第２条の２の規定中「３個の車輪を有するもの」を「３個以上の車輪を有するもの」に改め

るとともに、「車輪の接地部中心点を通る直線の距離」を明確化するため「最外側の車輪の接

地部中心点を通る直線の距離」に改めます。 

・車輪が車両中心線に対して左右対称の位置に配置されているもの 

・同一線上の車軸における最外側の車輪の接地部中心点を通る直線の距離が４６０ミリメート

ル未満であるもの。※今回の改正により追加 

・車輪及び車体の一部又は全部を傾斜して旋回する構造を有するもの 

 

【適用時期】 

○施行日より適用します。 

 
 
 
 
 
 
 

街頭検査実施結果について 

二輪車の定義が変更になりました

日　時 実施場所 参　加　者 摘　要

運輸支局　　 　  ６名 総検査車両数   　８９台
独立行政法人　 　２名 不良車両数       　７台
甲府西支部　　   ５名    内整備命令      ０台
振興会   　　    ２名    口頭警告      　７台
二輪普及協会 　　１名 車検切れ 　     　 ０台

県立美術館
駐車場

１２月１４日（月）
　１３:３０～
　　　１６：００



 
 
 
 
 

公正取引委員会及び中小企業庁から日整連を通じて当会に対し、下請代金支払遅延等防止法違

反行為への厳正な対処を行うとともに、親事業者等に対する下請法の普及啓発を行う旨の連絡が

ありましたのでお知らせします。 

 

下請法は、「下請代金の支払遅延」、「下請代金の減額」、「買いたたき」等の行為を禁止するも

のです。公正取引委員会及び中小企業庁は、違反した親事業者に対して、下請代金の減額につい 

ては減額分を下請事業者に返還させ、支払遅延については下請代金を速やかに支払わせるなど、  

下請法の厳格な運用に努めています。 

平成２０年度の減額分の返還金額が平成１６年４月の改正下請法施行以降最多となるなど、依

然として下請法違反行為が見受けられており、同委員会及び同庁は「より一層下請法の厳格な運

用に努める」としています。 

 

 親事業者の順守すべき事項は以下のとおりです。 

 

 親事業者の遵守すべき事項 

下請取引を行うに当たって、親事業者は、下請代金支払遅延等防止法に従い、下記事項を 

遵守しなければならない。 

 

１ 親事業者の義務 

（１）書面（注文書）の交付及び書類の作成・保存義務 

（２）下請代金の支払期日を定める義務及び遅延利息の支払義務 

２ 親事業者の禁止行為 

親事業者は次の行為をしてはならない。 

（１）受領拒否の禁止 

（２）下請代金の支払遅延の禁止 

（３）下請代金の減額の禁止 

（４）返品の禁止 

（５）買いたたきの禁止 

（６）物の購入強制・役務の利用強制の禁止 

（７）報復措置の禁止 

（８）有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止 

（９）割引困難な手形の交付の禁止 

（１０）不当な経済上の利益の提供要請の禁止 

（１１）不当な給付内容の変更。やり直しの禁止 

 

※買いたたきの事例等を解説した「ポイント解説下請け法」もご参照下さい。 

（公正取引委員会又は中小企業庁ホームページからダウンロード可能です。） 

 

 

 
 
 

「下請取引の適正化」及び「下請事業者への配慮」等について 



 

 

 

循環型社会の構築に向け、使用済み自動車等の適正処理・フロンの確実な回収、リサイクル部品

の利用促進等整備事業者の環境への取組の活性化と自動車ユーザーの環境問題への意識高揚を図

るため、環境対策に積極的に取組む傘下整備事業場に対する、支局長表彰が実施されます。 

下記により申請受付を行いますので、お申し込み下さい。 

 

『（社）山梨県自動車整備振興会環境指向型整備事業者表彰推薦』 

 

（社）山梨県自動車整備振興会会員のうち、整備振興会会長は環境対策への取組が積極的と認め

られる者「環境指向型事業者」を推薦する。 

 

１．環境対策への取組が優良で模範となる者。 

２．環境指向型整備事業者として山梨運輸支局長表彰を受賞し、引続き基準維持事業場として環

境改善に取組む者。 

３．道路運送車両法をはじめ関係法令を遵守する者。 

４．整備振興会等の定款・各種規約への遵守状況が良好な者。 

５．振興会及び支部等の諸活動に協力的な者。 

６．申請、推薦段階で環境・公害に関する苦情等がないと認められる者。 

７．表彰の推薦は、原則として毎年３月に行うものとする。 

 

【表彰申請要項】 

１．申請受付期限 平成２２年２月１９日（金）まで 

２．申請方法 

申請を希望される事業場は、「使用済み自動車等適正処理実施状況申告書」（Ｐ１４）をコ

ピーし、必要事項を記入の上、各支部経由にて振興会へご提出下さい。 

（指導・教育部門窓口にも用意されています。） 

３．現地確認及び審査 

    書面審査後、各団体の現地確認並びに山梨運輸支局の現地審査が行われます。 

４．関東運輸局長表彰に推薦 

    支局長表彰以後３年以上連続して優良な事業場は、関東運輸局長表彰に推薦いたします。 

５．当会以外の団体に所属する会員 

自動車販売店協会、軽自動車協会、中古自動車販売協会、自動車車体整備協同組合、自動

車電装品整備商工組合、自動車タイヤ販売店協会にも併せて所属している場合は、当該団体

（整備振興会以外の所属団体）からの推薦となりますので同団体にご相談下さい。 

６．支局申請までの流れ 

    平成２２年３月末 

   ・振興会→環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会へ申請 

平成２２年４月中旬 

     ・環境に優しい自動車整備関連事業場山梨県推進協議会→山梨運輸支局へ申請 

    平成２２年４月下旬から５月上旬 

     ・支局現地審査 

※ 環境に優しい優良事業者審査基準をご参照下さい。 

 

 

環境に優しい整備事業場に対する顕彰について 
（関東運輸局山梨運輸支局長表彰） 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  環境に優しい優良事業者審査基準 

 

区 

分 
項    目 基         準 

①収集運搬業者、中間処理業者と契 １．廃棄物処理法に基づき、収集運搬業者、中間処理業者又は最終処理業者（以下、「処分業者」 

 約しているか  という。）と個別に委託契約している。 

 ２．行政の許可証の内容（廃棄物の種類、事業区分、処理能力、許可条件、有効期間）が適正。 

②マニフェストを交付しているか １．マニフェストは、電子マニフェスト又は A、B１、B２、C１、C２、D、E票の７枚綴りであり、紙

の場合B１以下の票を、棄物処理法に基づき処分業者に交付している。 

 ２．マニフェストの電子管理又は交付台帳を作成している。 

  

③マニフェストを保管しているか １．回付されたマニフェストを５年間保管している。 

 ２．５年の実績がない場合は、全て（最も古い物から最も最近の物まで）保管している。 

 ３．９０日以内にＢ２票及びD票、１８０日以内にE票が回付されない場合は、措置報告書を山梨 

マ 

ニ 

フ 

ェ 

ス 

ト 

   県知事に提出している。 

①電子マニフェストを交付し適正処理

しているか 

１．電子マニフェストにより取引・引渡し報告をしている。 

  ２．有価物として処分業者に引き渡す場合についても、電子マニフェストにより処理している。   

   

②事前選別を実施しているか １．廃油、廃ラジエータ液（LLC）、燃料、廃バッテリー等を事前選別し処分業者に排出している。

  

③自動車リサイクル法に基づく適正処

理をしているか（フロン） 

１．自動車リサイクル法に基づく引取・回収事業者の登録をしている。 

 ２．使用済み自動車から回収したフロンを自動車リサイクル法に基づくフロン回収システムで 

 破壊処理している。また、整備車両から回収したフロンも適正に処理をしている。 

④フロン回収実績表を作成し回収・ １．フロンの回収実績表を作成し、回収・破壊の把握をしている。 

 破壊の把握をしているか  

⑤自動車リサイクル法に関し、適切な １．使用者に、自動車リサイクル法の趣旨、リサイクル料金等に関する情報を提供している。 

 情報提供をしているか  

⑥エアバッグを適正処理しているか １．自動車リサイクル法に基づく解体業者の登録をしており、使用済み自動車等のエアバッグを 

使 

用 

済 

み 

自 

動

車 

等 

の 

処 

理 

 

  適正処理している。又は、自動車リサイクル法に基づく解体業者に引き渡している。 

①マニフェストを交付し適正処理し １．廃部品等（廃油、廃ラジエータ液（LLC）、鉄くず、プラスチック、ガラス等）の処理につい 

 ているか  て、マニフェストを交付している。 

②産業廃棄物を分別して保管してい １．産業廃棄物を種類毎に分別して保管している。 

 るか  

③保管場所には有害物質の流出等の １．保管場所には、周囲に囲を設け、床はコンクリート等により地下浸透防止対策を施している。 

 防止対策が施されているか ２．保管場所には、屋根等を設け、雨水等による流出防止対策を施している。 

④保管場所には廃棄物の種類の掲示 １．保管場所には、廃部品等の置き場である旨を明示している。 

 等があるか ２．保管場所には、保管責任者及び産業廃棄物の種類を掲示している。 

⑤廃タイヤを適正回収ルートで処理 １．タイヤ販売店等で構成される適正回収ルートにより処理している。又は、マニフェストを交付 

 しているか  し適正に処理している。 

⑥廃バッテリーを適正回収ルートで １．自動車電装品販売店等で構成される適正回収ルートにより処理している。又は、マニフェスト 

 処理しているか  を交付し適正に処理している。 

⑦廃塗料を適正回収ルートで処理し １．塗料からシンナーを除去する装置を保有し適正に処理している。又は、マニフェストを交付し 

廃 

部 

品 

等 

の 

処 

理 

 しているか  適正に処理している。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自動洗車機の設置届出をしている １．山梨県知事に届出している。 

 か ２．公共下水道に排水する場合は、公共下水道管理者に届出している。 

②騒音、振動についてコンプレッサ １．コンプレッサーの定格出力が７．５キロワット以上の場合は、騒音規制法、振動規制法に基づ 

 ー等の設置届出をしているか  き、市町村に届出している。 

③塗装ブースの設置届出をしている １．労働安全衛生法に基づき、労働基準局に、有機溶剤設備設置届出をしている。 

 か ２．集塵装置等が設置されている。 

④汚泥の処理についてマニフェスト １．廃棄物処理法に基づき処分業者と個別に委託契約している。 

 を交付しているか  

⑤作業場、駐車場にオイルがこぼ １．作業場、駐車場等は、廃油、廃ラジエータ液（LLC）の飛散等により周辺土壌を汚染すること 

 れていないか  の無いよう管理している。 

⑥ゴミ箱、廃棄物保管場所は廃棄物 １．ゴミ箱、廃棄物保管場所等には、水質汚濁、土壌汚染の原因となる廃棄物が溢れていない。 

 が溢れないよう管理しているか ２．廃棄物は、定期的に処分しており、大量に保管することの無いよう管理している。 

⑦敷地内に廃棄物、廃車、廃タイヤ １．廃棄物は、所定の場所に保管している。 

 等が放置されていないか  

⑧敷地内の整理整頓等を定期的に実 １．作業場、事務所の整理整頓及び雑草の除去を定期的に行う等、環境美化に努めている。 

 施しているか  

⑨浄化槽の清掃を定期的に実施して １．浄化槽の清掃を定期的に実施し、オイル等の流出を防止している。 

 いるか  

⑩一般廃棄物を適正処理しているか １．事務所から排出されるゴミは、分別して排出している。 

  

⑪廃棄物は焼却処分とせず適正処理 １．ダイオキシンの原因となる廃棄物は、焼却せずに適正に処理している。 

環 

境 

保 

全 

の 

向 
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 しているか  

①リサイクル部品の情報を使用者に １．整備依頼を受けた時、使用者に、当該整備に係るリサイクル部品の使用について、新部品を使 

 提供しているか  用した時との価格差を含め情報を提供している。 

②リサイクル部品取扱い工場の案内 １．リサイクル部品の取扱いが可能な旨の掲示をしている。 

 掲示はあるか  

③リサイクル部品の入手ルートを確 １．リサイクル部品の入手が可能な部品販売店を確保している。 

 保しているか  

④リサイクル部品について保証期間 １．リビルト部品には保証期間を設け、この旨明示している。 

 を明示しているか ２．リユース部品について、保証の有無等について説明している。 

⑤リサイクル部品を積極的に使用し １．使用者からのリサイクル部品の使用依頼について、積極的に応じている。 

リ 

サ 

イ 

ク 

ル 

部 

品 

の 

活 

用  ているか  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済み自動車等適正処理実施状況申告書 

 

実施年月日 平成  年  月  日から平成  年  月  日 

団 体 名          

事業場名          

所 在 地          

 

 

環境統括責任者名 
 

 

 

 

区分 項     目 実施状況 
① 収集運搬業者、中間処理業者又は最終処理業者との

契約状況 
契約有 契約無

②マニフェスト交付及び交付台帳作成による管理状況 
実施 未実施マニフェ

スト 
③マニフェストの保管状況 

保管有 保管無

①マニフェストの交付による処理状況 
交付 未交付

②事前選別の実施状況（廃油、LLC、燃料等） 
実施 未実施

③フロンの適正処理状況 
（フロン回収機の保有状況） 

実施 

有・無 

未実施 

 

④フロン回収実績表の作成及び回収量（台数）の把握状況 
作成 未作成

⑤自動車リサイクル法の趣旨、リサイクル料金等に関する 

情報提供の実施状況 

提供 

 

未提供 

 

使用済み

自動車等

の処理 

⑥エアバッグの処理状況 
実施 未実施

①廃部品等の処理状況 
実施 未実施

②産業廃棄物の種類毎の分別保管の実施状況 
実施 未実施

③保管場所の有害物質の流出防止対策の実施状況 
実施 未実施

④保管場所にはその旨の明示、責任者及び廃棄物の 

種類の掲示状況 

実施 

 

未実施 

 

⑤廃タイヤの適正回収ルート等による処理状況 
実施 未実施

⑥廃バッテリーの適正回収ルート等による処理状況 
実施 未実施

 

 

廃部品等

の処理 

⑦廃塗料適正回収ルート等による処理状況 

 （シンナー除去装置の保有状況） 

実施 

有・無 
未実施 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 項     目 実施状況 
①自動洗車機の設置状況 

 設置の場合、山梨県知事及び公共下水道管理者への 

届出状況 

 有・無 

 届出有 

 

 

 届出無 

 
②出力が7.5ｷﾛﾜｯﾄ以上のコンプレッサーの設置状況

  設置の場合、市町村への届出状況

有・無 

 届出有 
 届出無 

③塗装ブースの設置状況 

  設置の場合、有機溶剤設置の届出状況 

  設置の場合、集塵装置の設置状況 

有・無 

 届出有 

 設置有 

 

 届出無 

 設置無 

④汚泥処理についての収集運搬業者と委託契約している
契約有  契約無

⑤作業場等に廃油、LLC等が飛散等による土壌

 汚染はない 

 ない 

 

 ある 

 

⑥ゴミ箱、廃棄物保管場所には、水質汚濁、土壌汚染の

 原因となる廃棄物が溢れていない 

 ない 

 

  ある 

 

⑦敷地内に廃棄物、使用済み自動車、廃タイヤ等の
放置がない 

 ない  ある

⑧作業所、事務所の整理整頓等を定期的に実施している している していない

⑨浄化槽（油水分離槽含む）の清掃を定期的に実施 

している 

している 

 

していない

 

⑩一般廃棄物を適正に処理している している していない

環境保全

の向上 

⑪ダイオキシンの原因となる廃棄物は、焼却処分とせず

 適正に処理している 

している 

 

していない

 

①リサイクル部品の情報を使用者に提供している している していない

②リサイクル部品取扱い可能な旨の掲示がある ある  ない

③リサイクル部品の入手ルートを確保している している していない

④リサイクル部品について保証期間を明示している している していない

 

 

リサイク

ル部品の

活用 
⑤リサイクル部品を積極的に使用している している していない

申告書のとおり実施しています。 

 

平成  年  月  日     代表者                         印 



 

 

 

 

◇日 時  平成２１年１２月４日（金）１４：００～ 

◇出席者  清水委員長、渡辺副委員長、五味(公)委員、麻川委員、稲葉委員、保坂委員、 

髙部委員、大村委員、堀田委員、五味(信)委員 

◇会議事項 

 （１）平成２２年度山梨県自動車納税通知書封筒の裏面広告について 

・２２年度自動車納税通知書封筒の裏面広告応募。 

（２）入庫促進、来店頻度向上マニュアル今後の展開について 

（３）点検整備推進イベントについて（２２年度） 

   （４）報告事項 

・点検整備推進イベント実施報告（２１年度） 

（５）その他 

 

 

 

 

平成２１年度の標記研修を次により開催致します。 

なお、各事業場には事前に通知しますので必ず受講されますよう､お願い致します。 

 

◇ 研修対象者    各事業場で選任されている整備主任者（１事業場１名以上） 

◇ 研修場所      振興会教室・実習場 

◇ 研修担当講師   各ディ－ラ－技術担当者 

◇ 研修内容      （学科）①新機構・新装置について 

                （実習）①電子制御式ブレーキ及びボディー電装品の構造・ 

機能と故障診断 

◇ 受 講 料      ６,５００円（学科編、実習編テキスト代を含む） 

             ※研修資料については、１名１セット購入となりますが、同一事業

所で複数の整備主任者が受講する場合は、資料を持参すれば受講

料４，５００円（資料代除く）で受講することが出来ます。 

◇ 研修時間      受付 ９：００～ ９：３０ 

             研修 ９：３０～１７：００ 

 

◇ 研修日程      下表を参照して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営委員会が開催されました 

平成２１年度整備主任者（技術）研修の開催について 

学科
（小型）

１１ 　１月１４日 木 二　輪 二輪 二輪

南巨摩南
日下部
韮　崎
東八②

１４ 　２月１８日 木 その他 ２０ 三菱 三菱 日野

担当

実技 学科（大型）
回数 月　日 曜日 該当支部

１２ 　１月２１日 木 ４０

１３ 　２月１２日 金 ４５

受講
予定
者数

トヨタ トヨタ 日産ディーゼル

ダイハツ ダイハツ 三菱ふそう



 

 

 

標記試験が次のとおり実施されます。登録試験申請用紙は教育課に用意してありますので、 

必要事項等記入の上、教育課へ受付期間中にお申込下さい。 

◇実施種目   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※口述試験（一級のみ）は学科（筆記）試験合格者が対象。 

※実技試験（一級のみ）は学科（口述）試験合格者が対象。 

 

◇受験資格  １級受験者は２級整備士(２級シャシを除く)合格後３年以上の実務経験者 

２級受験者は３級整備士合格後３年以上の実務経験者 

        ３級受験者は１年以上の整備作業実務経験者 

         注）実務経験の短縮  ２級  大学機械科卒業者    １.５年 

                       高校機械科卒業者    ２.０年 

                    ３級 大学・高校機械科卒業者 ０.５年 

◇申込時に持参するもの  

①登録試験申請書（教育課窓口にあります） 

  ②受験手数料（用紙代等を含む） 

                   ※学科試験と実技試験を続けて受験

する場合、学科合格後実技試験の 

受験手数料を納付。  

③受験資格を証明する証書・証明書 

・１級受験者は２級整備士の合格証書 

・２級受験者は３級整備士の合格証書 

・実務経験の短縮を受ける方は、卒業証書又は修了証書等 

④写真１枚（縦６㎝×横４.５㎝） 

⑤印鑑 

  ⑥はがき（受験者の住所、氏名を記入して下さい） 

１級受験者・・・４枚   １級以外の受験者・・・２枚 

       ※学科試験と実技試験を続けて受験する場合、学科合格後に 

実技試験用案内はがき２枚を別途提出。 

 

平成２１年度第２回自動車整備技能登録試験が実施されます 

学科試験 実技試験

１級受験者 ６，４００円 １２，２００円

１級以外の受験者 ４，４００円 １２，２００円

学科（筆記）試験 学科（口述）試験 実技試験

一級小型

二級ガソリン

二級ジーゼル

二級シャシ

三級シャシ

三級ガソリン

三級ジーゼル

三級二輪

電気装置

自動車車体

受付期間

試 験 日 平成２２年３月２１日（日） 平成２２年５月９日（日） 平成２２年８月２２日（日）

試験会場 振興会研修センター 東京（予定） 東京（予定）

試験の種類 一級小型 一級小型

平成２２年１月１８日（月）～１月２２日（金）



 

 

 

 

平成２１年度第２回自動車整備士技能登録試験（平成２２年３月２１日（日）実施）を受験す

る者を対象とした標記講座を下記の日程等により行いますので、受講をお勧めします。 

 

◇ 種  目  ２級ガソリン自動車   ３級自動車ガソリン・エンジン 

 

◇ 研 修 日   

 

 

 

 

◇ 講習内容  過去に実施された検定・登録試験の問題をもとに、出題の傾向と対策を研究学習 

 

◇ 使用教材  当振興会で作成した問題及び過去に実施した検定・登録試験問題等 

                 

※下記のテキストは、必ず各自で持参して下さい。 

◆２級ガソリン自動車 

✎２級ガソリン・エンジン編 ２級シャシ編 法令教材 

◆３級自動車ガソリン・エンジン 

✎３級ガソリンエンジン編 基礎自動車工学 法令教材 

 

◇ 受 講 料  ２級、３級・・・１５,０００円（資料代含む） 

        （申込後の未受講において、受講料の返金は出来ませんのでご了承下さい。） 

 

◇ 受付期間  １月１８月（月）～１月２９日（金） 

 

◇ 申込方法  申込書は、教育課窓口にあります。また、振興会ホームページ（http://www.am

s.or.jp/index2.html）の「会員ページ」からもダウンロードできます。必要

事項を記入の上、受講料を添えて教育課までお申し込み下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動車整備技能登録試験対応講座のお知らせ 

第１日 ３月　９日（火）   ９:００～１６:００

第２日 ３月１１日（木） １０:００～１６:００

第３日 ３月１２日（金）   ９:００～１６:００



 

 

 

 

第１７回全日本自動車整備技能競技大会の競技問題等が公表されましたので、石田大会審査委

員長の競技結果講評も含め、会員の皆様方にご報告いたします。なお、「基礎作業」「測定作業」

「アドバイザー競技」についての解答は未公表です。 

 

石田富男大会審査委員長の競技結果講評 

「アドバイザー・実技競技のいずれにおいても成績は拮抗していた。皆様が日頃の研鑽努力

の成果を遺憾なく発揮した証拠でもある。今後とも、知識と技術にますます磨きをかけていた

だくとともに、自信と誇りを持って後輩にこの大会で感じた緊張感と感動を伝えていただき、

後に続く優秀な人材の育成に努めていただきたい。」 

                        （ＪＡＳＰＡ１月号 １６ページ参照） 

 

アドバイザー競技審査項目について 

① お客様応対力について、わかりやすく気遣いのできる対応ができているか？ 

【順序立てた説明や専門用語の不使用など“伝える力の学習努力”が見受けられた】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 受付・問診・診断について適切にお客様の要望に関する情報を入手し、的確な分析による診

断ができているか？ 

【車両不具合の現象把握・発生状況・発生頻度を確実に入手できたものの、問診状況を整理

しながら的確な問診が実施できるかという面では、総じて今一歩】 

 

 

第１７回全日本自動車整備技能競技大会 講評と競技問題 



 

③ 環境問題に焦点を当て、お客様からの質問に的確に答えることができるか？             

【自動車重量税の減税・免税については、日頃の成果が見事に反映され、大変優秀な解答が

頂けた】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 実技競技審査項目について 

① 確実な作業をするための基礎技術が備わっているか？ 

【点検項目は要点を確実にマスターしており、総じて良い成績だったが、測定作業について

は、成績が低かったのが気になる】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

② 確実な原因追求と的確な故障診断を遂行する技術が備わっているか？ 

【エンジン関係の診断について、警告灯の確認・スキャンツールの使用方法・サーキットテ

スタによる原因の確定・部品の交換と交換後の機能点検の確実性を審査したが、総じて２

～３箇所ほど抜けがあったように感じた】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 安全に対する心構えと安全作業が励行されているか？ 

【連携し声を掛け合いながらテキパキと安全に配慮しながら順序よく作業が遂行できていた】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

大会の成績は、先月お知らせの通りです。会員の皆様、応援ありがとうございました。 

 

 

 


